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教 育 委 員 会 会 議 録 要 旨（令和 3 年第 4 回） 

定 例 会 
日 時 令和 3年 2月 17 日（水） 午後 2時 00 分 

場 所 明 石 市 役 所 分 庁 舎 4 階教 育 委 員 会 室  

出 席 者 

委 員 

清 重 隆 信     教 育 長 

川 本 まり子    委  員 

伊 賀 文 計    委  員 

柏 木 輝 恵    委  員 

栗 岡 誠 司    委  員 

事 務 局 

北條局長 

村田次長（管理担当） 

福本次長（指導担当） 

市川次長（給食担当）兼学校給食課長 

中田次長（給食担当） 

廣岡所長兼次長（情報担当）兼情報化担当課長 

寺田総務課長 

今村学校管理課長 

金井学校教育課長 

森本児童生徒支援課長 

池田青少年教育課長 

古川あかし教育研修センター課長 

前薗明石商業高等学校事務局長 

三ノ浦総務課企画総務係長 
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○次 第 

○議案 

 議案第 2号 令和 2年度明石市一般会計補正予算（3月）につき要請のこと 

 議案第 3号 令和 3年度明石市一般会計当初予算につき要請のこと 

 

○報告事項 

 1.令和 3年 4月以降の明石市立少年自然の家の運用について 

 2.学校教育における ICT 化の推進について 

  

開催 

（清重教育長） それでは、ただいまから、令和 3年第 4回定例会を開会します。 

本日の署名委員は、川本委員お願いします。まず、本日の議事につ

いてですが、議案第 2号「令和 2年度明石市一般会計補正予算（3月）

につき要請のこと」及び議案第 3号「令和 3年度明石市一般会計当初

予算につき要請のこと」は、「教育予算その他議会の議決を経るべき

事項についての意見の申し出に関する事項」として、教育委員会会議

規則第 13 条第 1 号により非公開とし、最後に審議してよろしいでし

ょうか。 

（各委員） 異議なし 

（清重教育長） 議案第 2号及び議案第 3号を非公開といたします。 

それでは、本日の審議を始めます。 

報告事項 1「令和 3年 4月以降の明石市立少年自然の家の運用につ

いて」、説明をお願いします。 

（池田課長） 報告事項 1「令和 3 年 4 月以降の明石市立少年自然の家の運用につ

いて」、ご報告いたします。 

明石市立少年自然の家につきましては、令和元年 11 月 6 日の第 21

回定例教育委員会にてご報告させていただいておりますが、明石市財

政健全化推進協議会におきまして、令和 2年度末をもって施設利用を
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停止し、廃止などに向けて取組を進めるといった方針に基づき、地元

地域や利用団体の意見を聞きながら取り組んでまいりました。 

これまでの経過を踏まえまして、令和 3年 4月以降の少年自然の家

の運用についてご報告するものでございます。 

まず、これまでの経緯でございますが、令和元年 11 月に、明石市

財政健全化推進協議会で、施設廃止などに向けて取組を進める方針が

出され、その方針に沿うような形で地元地域や利用団体の意見を聞き

ながら進めることを、教育委員会及び文教厚生常任委員会に報告いた

しました。 

その後、地元と協議するなかで、地元から、少年自然の家の管理を

任せてほしいといった話を受けまして、検討を重ねているところでご

ざいます。 

次に、今後の施設の運用でございますが、まず、指定管理につきま

しては、当初の予定どおり令和 3年 3月末をもって終了いたします。

管理宿泊棟につきましては、コロナ禍において万全な対策を講じな

がら宿泊事業を運営することが難しいため、現在も利用停止としてい

るところですが、施設の維持管理に多額の経費がかかり、今後、地元

で管理するとなりましても、少人数での管理が困難であるため、利用

停止といたします。 

残る体育館や実習棟、野外炊飯場及びスポーツゾーンにつきまして

は、市内スポーツ団体等にご利用いただいております。そのため、施

設の利用を継続するものといたしますが、地元にどこまで担っていた

だくか等の詳細な協議が整っていないため、4 月以降は民間委託によ

り施設の運営、維持管理を行ってまいります。 

その他につきましては、利用停止する施設の跡地の活用について、
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市で検討していくことを聞いております。 

報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありますでしょうか。 

（栗岡委員） 地元から、任せてほしいといった声があるとのことですが、今後は、

民間委託からそちらへ移行といったこともあり得るのでしょうか。 

（池田課長） 地元から、管理を行いたいとおっしゃっていただいた経緯について

ですが、海岸に近い部分で津波があったときに、少年自然の家が高台

にあるといった立地条件や、宿泊施設が利用できるといった観点か

ら、避難所として十分機能を果たせられるといったことがあります。

また、体育館やスポーツゾーンにつきましては、地元地域のスポー

ツ団体や高齢者団体にかなり利用されているなかで、そういった地域

の声を反映して進めているところです。 

ただ、コロナの関係で十分な話し合いができておりません。市の方

針としましては、指定管理は停止するという話だったので、4 月から

民間委託の導入を進めていくと同時に、そのあたりの話が十分に確保

できたあと、先ほども説明させていただきました管理宿泊棟を利用停

止という形にしますので、それにつきましては、跡地活用にも関係し

てきます。今後、地元で担っていただく範囲の線引きもこれから決め

ていくことが必要となってきますので、そういったところで最低 1年

といったことが考えられますが、とりあえず民間委託によって、今後

の自然の家の運営・管理をお願いして、協議がある程度まとまった際

には、地元に管理をお任せしたいと考えております。 

（伊賀委員） 管理宿泊棟を利用しないということですが、解体するのでしょう

か。 

（池田課長） 今の段階では、跡地の活用ということを市で検討すると聞いており
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ます。もし売却となれば、その際に解体するといった話になるかもし

れませんし、市の施設として使用するとか、いろいろな側面から検討

していると聞いておりますので、すぐに解体するといったことはない

と考えております。 

（村田次長） 自然の家につきましては、明石市財政健全化推進協議会にて、施設

の有効活用の観点から検討が行われておりまして、利用実態、管理運

営、経費も含めまして検討なされた結果、一昨年の 11 月に施設の廃

止という方針が決まったという状況でございます。 

その後、施設をどうするかということで、解体にも費用がかかって

きますので、跡地の有効活用といったものが前提であったところ、地

元のほうから、今も利用が多いため是非とも活用できないかというご

提案があって今に至っている状況でございます。 

実際は、施設跡地活用が決まっていない状況でございますので、管

理宿泊棟以外のところは今までどおりの形で、民間での委託となりま

す。 

まちづくり協議会といたしましても、コミセンを管理しております

ので、延長線上でできるのではないかということも含めてご提案があ

りました。また、地元としても、もともと江井島小学校があった敷地

ですので、愛着等もあり、いきなり大きな開発になるというよりは、

なんとか子どもたちや利用者の利便性を図るためといったことを含

めて、地元としても活用できないかということで話が進んでいる状況

でございますので、しばらくは、この状態が続くと思います。 

よろしくお願いいたします。 

（川本委員） 明石市財政健全化推進協議会というのは、どういった構成で、どこ

までを話し合う会になるのでしょうか。 
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（村田次長） 明石市財政健全化推進協議会といいますのは、市議会各会派の代表

者数名と、市の副市長含め関係部長との会になり、外部のメンバーは

入っておりません。 

ただ、明石市財政健全化推進協議会以外にも別の組織があるのです

が、この会につきましては、市や行政が施設の在り方を検討して方針

を出すというような会になります。 

最終的には、市がある程度考えをまとめまして、協議会に報告をし、

方針を固めたのち、最終、市議会の了承を得たうえで決定することに

なりますので、もちろん議会からもご意見をいただきながら進めてい

くことになります。 

（柏木委員） 少年自然の家は、今まで小学 4年時の野外活動で利用されていたと

思いますが、今年の 4年生はコロナによってそういった活動がない状

態で、来年度からは施設そのものがなくなるというなかで、次年度以

降の野外活動について、どのような方針で各学校に指示しているので

しょうか。 

（金井課長） 4 年生の野外活動につきましては、学年行事になりまして、教育委

員会として市内の小学校に対して、「野外活動に行ってください」と

いった行事ではありません。 

自然学校につきましては、学校行事として県や市からの補助を受け

て、必ず行わないといけない行事になるのですが、今回、少年自然の

家が使えなくなるということで、こちらとしてはしないでいいという

ようなことは一切言っておりませんが、宿泊を伴った活動について

は、多くの小学校が難しいのではないかと考えております。 

ただ、それに代わるものは、もしかしたら計画を立てていくのかも

しれませんが、学校の教育課程上のことですので、今の時点では把握
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できておりません。 

（川本委員） この地域についてはわかりませんが、公園が保育所になったり、小

規模保育所のような園庭のない保育所が増えたりして、公園で子ども

たちが過密になったりする状況がありますので、自然の中の空間を残

してほしいという地元の方の要望はよくわかります。 

そして、このコロナ禍の状況の中、外で遊びたいといったときに、

そういった場所があるというのは良いことだと思います。 

あと、避難場所という話がありましたが、それは必要だと思いまし

た。 

（村田次長） 実際、高台にありますので、避難場所という位置づけにはなるかと

思いますが、あの辺りは、もともと江井島小学校が一次避難所として

指定されており、少年自然の家は二次的避難所になります。場所的に

は海に近いですが高台にあるので、そういった機能はあると思います

が、市としては江井島小学校を避難所として位置づけておりますの

で、避難される方がいらっしゃる場合は、受け入れることはあるかと

思いますが、そういった扱いになっており、地域の方にもその説明は

させてもらっております。 

どうしても近隣の方は、近くにあるので不安であるということはお

っしゃっておりますが、市としての考え方はお示ししておりますの

で、ある程度は理解を得られていると考えております。 

（柏木委員） 来年度は、ひとまず民間業者へ委託されるということですが、その

業者は確定しているのか、今の指定管理者が次年度そういった形で管

理されるのかというようなところを教えてください。 

（村田次長） 今のところは、現在の業者にお話しを進めております。従いまして、

これまで行ってきた自然体験や環境体験といった事業も希望があれ
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ば行っていただけるような形で、学校にも案内してもらうよう話を進

めている状況でございます。 

（清重教育長） 次に、報告事項 2「学校教育における ICT 化の推進について」、説明

をお願いします。 

（廣岡所長） 報告事項 2「学校教育における ICT 化の推進について」、ご報告いた

します。 

すべての子どもたちに個別最適化された学びを継続的に実現する

ことを目指して、教育の ICT 化を推進するにあたり、来年度の主な取

組について、資料に基づいて報告させていただきます。 

まず、タブレット端末及び無線 LAN ですが、学校管理課によって進

めております。 

LAN 工事は残り 1 校、タブレット端末の納品も来週早々には完了の

予定です。 

現在、通信の開通テスト等を並行して始めているところです。 

その端末や環境の整備を受けまして、関連する教職員研修ですが、

授業で中心になって使用することになるソフトウェアの使い方につ

いて、11 月より研修をスタートしております。 

あかし教育研修センターに集合する形で計 5回実施しました。 

また、タブレット端末や無線 LAN の整備が進んだ学校から、順次、

指導主事等と研修指導員が訪問して、同じ内容の研修をしておりま

す。 

現在、約半分の学校で研修を実施しました。3 月末までには全校で

実施を終える計画です。 

この研修では、先生方が授業の中でソフトウェアを具体的に活用す

る場面をイメージできるようになることをめあてとして進めていま
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す。 

令和 3年度になりましても、同じ内容の研修をフォローアップ研修

として実施するとともに、操作等で不安を解消できない教員に個別対

応する機会を用意することで、研修をとおしてすべての教員が活用で

きるようになることを目指しております。 

また、活用を中心となって推進していく「あかし ICT イノベーティ

ブティーチャー育成研修」も実施してまいります。 

続いて、バーチャル学校の研究への参画ですが、様々な理由で教室

での授業に参加できない子ども達をはじめ、すべての子ども達がいつ

でもどこでも学ぶことができる環境の構築に向けて、現在、箕面市と

民間企業が行っている実証実験に明石市も参画し、研究をしてまいり

ます。 

まずは、授業動画や学校行事等の配信について、パイロット校と共

同で進めていく予定で、今後、安全な運用方法や新しい機能の開発等

についても協議を進めてまいります。 

最後に、「学びと育ち支援システム（統合型校務支援システム）」に

ついてですが、2 月 5 日にプロポーザルによる選定を行い、6 者が参

加する中、受託業者が決まりました。 

選定のポイントとしましては、明石の求めるシステムをより深く理

解し、必要とする機能を実装している、システムを構築するうえでカ

スタマイズの幅が広い、専用線で接続するなど、セキュリティの高い

仕様で安全性が保たれている、他の業者ではオプションとなる仕組み

を実装しながら価格が適正である等が挙げられます。 

これから、本契約を経て、システムの構築に入り、秋の運用開始に

向けて行ってまいります。 
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報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありますでしょうか。 

（柏木委員） 「あかし ICT イノベーティブティーチャー」というのは、どういっ

た役割をされる方になるのでしょうか。 

（廣岡所長） すべての先生に、ソフトウェアを使えるようになっていただくので

すが、やはり中心となって各校で研修し合いましょうといった声かけ

を行っていただいたり、各教科の中で、このように活用したら効果が

上がったとか、教科のこういった場面で活用が進むといった実例を集

めて、市内の先生方に広めたり、動画にして公開するといった、要す

るに先駆者となっていただくような役割を果たしていただこうと考

えております。 

（柏木委員） 聞いただけではわからないことも多くあると思いますので、現場で

そういった先生方にいていただけることはすごく大事なことだと思

いますが、各学校に必ず一人は配置されるのでしょうか。それとも、

各学校から応募を募り、配置されるような形になるのでしょうか。 

（廣岡所長） 望ましいのは各学校からということですが、学校の規模にもよりま

すし、なかなかそこまでということがあるかもしれませんので、必ず

各校に一人配置するといったことにはしておりません。 

ただ、イノベーティブティーチャーにならなくとも、校内で情報担

当を中心になって進めていく方がいらっしゃれば、進めてくださいと

いうようなことを校長先生にはお伝えしております。 

それを超えて市内で行う研修等でリーダーになってもらう、もしく

は派遣することも可能というようなイノベーティブティーチャーを

育てていこうと考えております。 

（伊賀委員） 初めてタブレット端末が導入されて、様々な問題が出てくると思い
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ますが、例えば 1年生でもらったタブレットを 6年生まで使用してい

ると、どんどんバージョンアップしていくと思いますので、そういっ

た点で耐えうるのでしょうか。 

また、途中で落としたり壊れたりすることがあるかと思いますが、

そういった予備等について教えてください。 

（今村課長） 予備については、必要最小限ということで考えております。 

どのぐらい壊れるといったことは、具体的なデータがありませんの

で、今のところ想定で入れて、次年度以降にどう対応していくかとい

うことは考えていこうと思っております。 

タブレット機器が古びていくといったようなことにつきましては、

リースになっておりますので、6 年間今の機器を使っていただき、そ

のリースが終わった段階で、どうしても使用に耐えられないというこ

とであれば、また新たな形になっていくと思うのですが、そのあたり

は状況を見ながら検討してまいりたいと思います。 

（栗岡委員） 教員研修関係ですが、普段授業をされている方というのは、やはり

うまく行っていただけると思うのですが、そういったことの推進に

は、管理職の理解が非常に重要になると思います。そのあたりの研修

について何かありますでしょうか。 

（廣岡所長） 校長会、教頭会からも研修してほしいといった要望をいただいてお

りますので、準備を進めていく予定にしております。 

（川本委員） ICT に関しては、市長部局にも担当があると思いますが、そういっ

たところとの連携や協力関係はあるのでしょうか。 

（廣岡所長） 情報管理課には、もちろん技術的なことを相談したりするのです

が、今回、情報管理課が抱えている機種数よりもはるかに多い数を教

育委員会で管理しないといけないということで、すべてをお願いする
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わけにはいきませんので、基本的には教育委員会の中で仕組みを作っ

て、人員を確保して行っていくのですが、これまでも相談しておりま

すし、これからも教えていただくことがあると思います。 

それとは別で、全庁的に、これからの教育だけではなく、市のいろ

いろな部分についてICT化を進めていかなければならないということ

で、新たな人員確保を進めておりますので、そういったところとも連

携しながら行ってまいります。 

（北條局長） あかし教育研修センターの組織ですが、教員の研修担当とは別ライ

ンで、情報化推進教育担当課長を配置していただけるように決まって

おります。 

ですので、ラインとしては従前の研修のラインと、情報関係のライ

ン、ここでは、いわゆる GIGA スクール関係と校務支援システムの使

い方と物の管理を見ていただくことになっており、当然そのラインの

中には、各学校のサポートをする支援員も配置することになっており

ますので、できるだけ充実してうまく進めていけるようには考えてお

ります。 

（川本委員） 機能が多すぎて使いづらいというようなこともあるかと思います

ので、それを考えたうえで選定していただいていると思うのですが、

そのあたりの感触はいかがでしたでしょうか。 

（廣岡所長） 校務支援システムの感触について、私たちが思っていた以上に、例

えば文科省が言っております連絡帳の ICT 化、そういった GIGA 端末

との連携といったことも、具体的な例を出して機能についての説明が

各社からありました。ただ、それを実現するためのソフトウェア上の

機能はあっても、それを運用するためのハード的な部分を含んでいる

業者と、それは別になりますという業者がありますので、そのあたり
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も含めて、できるだけ明石市が考えている ICT 化に沿うところを選定

してまいりました。 

（柏木委員） 研修についてお伺いしたいのですが、タブレットを授業で活用して

いくための研修と、操作や OS のアップデートであったり、各現場に

行かなければいけない管理部分があると思うのですが、そういった両

方の研修をしているのでしょうか。 

（廣岡所長） 主に、授業で使うための研修をしております。 

管理につきましては、今回の機種を選んだ理由の一つなのですが、

MDM というシステムを使って、今なら学校管理課が一括して行うこと

がほぼできますので、先生方が管理の仕方まで研修しないといけない

というような状況は、今のところございません。 

（村田次長） この件につきまして、4 月以降、機器の管理につきましても専門性

がいるということもございますので、専門性がある職員の採用を行っ

ております。具体的に申し上げますと、正規職員が 1 名、ICT 支援員

4名の採用を行う予定です。 

昨年 9月からは、係長 1名を担当として配置しており、臨時的に職

員 2名を事前に準備を進めるメンバーとしておりますので、従前より

7 名多い形でこの事業に関して配置をいたしますので、そのあたりは

十分充実していると思います。 

（清重教育長） 

 

それではこれより非公開審議となります。 

議案第 2 号「令和 2 年度明石市一般会計補正予算（3 月）につき要

請のこと」について、説明をお願いします。 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありますでしょうか。 

（各委員） （質疑・意見交換） 

（清重教育長） 議案第 2号を承認としてよろしいでしょうか。 



 

 14

（各委員） 異議なし 

（清重教育長） 議案第 2号を承認といたします。 

次に、議案第 3号「令和 3年度明石市一般会計当初予算につき要請

のこと」について、説明をお願いします。 

（村田次長） （説明） 

（清重教育長） 何かご意見やご質問などはありますでしょうか。 

（各委員） （質疑・意見交換） 

（清重教育長） 議案第 3号を承認としてよろしいでしょうか。 

（各委員） 異議なし 

（清重教育長） 議案第 3号を承認といたします。 

以上で本日の議事は全て終了いたしました。 

以上をもちまして、第 4回定例会を終了いたします。 

 （15：10 閉会）

 


